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　１月14日㈰に開催された消防出初め式内で、能登半島地震により被災し
た石川県七尾市への支援物資の運搬にあたり、災害派遣出発式を実施しま
した。市では、支援物資と（株）丸沼倉庫が所有するトイレトレーラーの運
搬を行いました。

物価高騰対応重点支援給付金のご案内
・ ／朝霞市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター・受付窓口

（市役所１階101会議室）　☎423-3405（受付：午前９時～午後５時）

　国において決定した物価高への対応として、市では次の世帯を対象とした給付金の支給を
行います。詳しくは、右のコードから市ホームページをご確認ください。

対　象　者 お知らせ通知時期 支給時期 支給方法
（１）住民税均等割のみ課税世帯 ２月上旬頃 ２月中旬頃

口座振込（２） 住民税非課税世帯と均等割のみ課
税世帯において18歳以下の児童を
扶養している世帯

２月中旬以降 ２月末頃

※支給対象世帯の方へは、支給についてのお知らせを住民登録地に送付しますが、届かない世帯等の方は、お問い
合わせください。

（１）住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金／10万円（１世帯ごと）
対象世帯／ 令和５年12月１日時点で朝霞市に住民登録があり、令和５年度「住民税均等割のみ課税」の方で構成さ

れる世帯

（２）子育て支援給付金（こども加算分）／５万円（対象世帯に扶養されている児童一人あたり）
対象世帯／ 令和５年12月１日時点で朝霞市に住民登録があり、世帯全員が令和５年度「住民税非課税世帯」と

「住民税均等割のみ課税」の方で構成される世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
※住民税が課税されている者に扶養されている世帯および未申告の世帯は対象外です。

給付内容・対象世帯・金額

通知・支給時期・支給方法

市ホームページ
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